
第２期五島市空家等対策計画
（案）

【概要版】



基本目標Ⅱ-2 UIターン促進プロジェクト
○受入住宅等の整備

基本目標Ⅲ-2 インフラ整備プロジェクト
○社会生活基盤（住宅）の計画的な
整備・維持管理

１．本計画の目的、位置づけ、及び計画期間

（１）本計画の目的
本計画は、空家等対策推進に関する特別措

置法（以下、「空家法」という。）第６条に
基づき策定するもので、空家等に関する施策
を総合的かつ計画的に実施することを目的と
します。

（２）本計画の位置づけ
本計画は、国の基本方針に即した計画で、

本市の最上位計画である「五島市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」を踏まえ、本市が
取り組むべき空家等に関する対策の基本計画
となるものと位置づけます。

（３）本計画の計画期間
本計画の計画期間は、令和３年度から令和

７年度までの５年間とします。
社会情勢等の変化、効果の検証等を踏まえ、

必要に応じて見直します。

第２期五島市空家
等対策計画（案）

空家等に関する施策を総合的かつ計
画的に実施するための基本的な指針
（空家法第５条：国の基本指針）

県による援助（空家法第８条）
１）情報提供 ２）技術的助言 ３）市町相互間の連絡調整
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図01：計画の位置づけ
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２．空家等対策における基本方針（取組方針）と施策 ０２

対策の基本方針（取組方針） 施 策

（１）
発生抑制

発生の兆候をできるだけ早く察知し、所有
者等への意識啓発を目的とした情報提供等の
支援に努めます。

①空家等の調査及び早期情報収集
②総合的な相談体制

（２）
管理不全の解消

管理不全な空家等を解消するため、注意喚
起文書や状況写真等の送付、助言等を行い、
関係団体（自治体組織など）と連携・協力し
ます。

①総合的な相談体制【再掲】
②所有者等への適正管理、除却等に関する情報提供
③危険防止体制・除却の推進
④空家等の利活用に関する負担軽減策
⑤自治会組織を活用した管理不全状態の解消
⑥法令等の適切な運用

（３）
有効活用

空家等は地域の資源です。移住者や市民へ
のリフォーム補助など有効活用につながる支
援策を行います。

①総合的な相談体制【再掲】
②既存ストックの流通促進
③利活用に関する情報提供
④既存ストックの流通や利活用に関する負担軽減策の確立
⑤自治会組織等を活用した空家等の有効活用

（４）
推進体制

空家等の問題は様々な要因があり、五島市
をはじめ国・県など多くの部署が関係してい
ます。施策・事業を総合的に推進する体制の
構築を図っています。

①実施体制
②専門家機関による施策の提案や評価
③自治体組織などとの連携



３．空家等の現状及び取り組み（１） ０３

（１）年度別の空家等総数【令和３年1月３１日現在】

年 度 H27年度 H２８年度 H２９年度 H３０年度 R元年度 R２年度

空家等総数（戸） 1,444 1.407 1.427 1,386 1,343 1,5６４

（２）年度別の自主解体数（空家等管理台帳＋解体届）【令和3年1月３１日現在】

年 度 H27年度 H２８年度 H２９年度 H３０年度 R元年度 R２年度

自主解体数（戸） ４６ ６４ ６４ ７５ １１６ 10９

（３）地区別、ランク別空家等集計表【令和３年１月３１日現在】

空家等総数 Aランク Bランク Cランク Dランク

福江地区 4３５ ４８ ４３ 2４９ 9５

富江地区 ２８４ ５２ 8０ １２１ 31

玉之浦地区 ２４１ ６４ ８８ ６８ 21

三井楽地区 １８３ ２３ ２６ ９７ 37

岐宿地区 １４３ １２ 3１ 6６ 3４

奈留地区 ２７８ ２２ ７３ １２６ 57

計 1,5６４ ２２１ ３４１ 7２７ 27５

より損傷、老朽化が進んでいる状況



３．空家等の現状及び取り組み（２）⇒【目標１：令和７年度末の特定空家等数】 ０４

【 実 績 】 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
R2年度

（R3.1月末）
現況・合計

特定空家等の推移 ３３ ４１ ３１ ３３ ４３ ４７ ４７

増
減
要
因

特定空家等認定 ３８ ３１ ６ １６ ２２ ７ １２０

除 却 ５ １６ １０ １３ １１ ３ ５８

修繕等対応 ０ ７ ６ １ １ ０ １５

【 見込み】 現況 R3年度 R4年度 R5年度 R６年度 R７年度 合計

増
減
要
因

特定空家等認定 １２０ １５ １５ １５ １５ １５ １９５

除 却 ５８ ８ ８ ８ ８ ８ ９８

修繕等対応 １５ ２ ２ ２ ２ ２ ２５

特定空家等の戸数 ４７ ５ ５ ５ ５ ５ ７２

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害と
なるおそれのある状態。

③適切な管理が行われていないことにより
著しく景観を損なっている状態。

④その他周辺の生活環境の保全を図るために
放置することが不適切である状態。

①そのまま放置すれば倒壊等著しく
保安上危険となるおそれのある状態。

＜特定空家等とは、下記が認められる空家等（空家法第2条第2項）＞

目標１：令和7年度末現在目標値



３．特定空家等に関する対策を講ずる上での課題 ０５

４．特定空家等に対する措置等

① 所有者等の空家等の放置によるリスク認識の欠如。
② 空家等の修繕及び解体に係る資金が工面できない、経費をかけられない。
③ 相続登記がなされず、所有者が不明になる。

① 引き続き、住民からの情報やパトロールにより空家等を調査し、
五島市空家等検討会議で「特定空家等」を認定します。

② 空家法、条例、指針に基づき、助言又は指導、勧告、
命令の措置を徹底します。

③ 危険度の高い特定空家等については、措置期限を短縮し、
早期解決を図ります。措置期限3ヶ月 ⇒ ２ヶ月

④ 空家法による「行政代執行」「略式行政代執行」、条例による
「緊急安全代行措置」を実施します。



５．空家等の活用の促進 ⇒ 【目標２：空き家バンク登録数・成約数】 ０６

（１）空き家バンク
市内の空き家を有効活用し、市外からの移住及び定住を図るため、「五島市空き家バンク制度を実施して

いる。引き続き、空き家バンクの新規物件の登録を促進し、市外からの移住及び定住を図ります。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

登録数（件） ３３ ３０ ３６ ６３ ６２ 52 ９０ ９０ ９０ ９０ ９０

成約数（件） ７ １７ １９ ４１ ４６ ３３ ３３ ３３ ３３ ３３ ３３

（２）五島市空き家活用促進事業
市内の空き家を有効活用し、市外からの移住者又は子育て世代である新婚家庭夫婦の定住促進を図るため、

「五島市空き家活用促進事業補助金」を実施しています。空き家バンクに登録されている物件を対象に、
改修や不要物の撤去に係る経費で100万円（補助率1/2）を上限に交付する制度です。

（３）その他の活用事業
長崎県と連携して、公募により認定を受けた空き家活用団体に対し、「五島市移住者向け住宅確保加速化

支援事業補助金」を令和元年度から令和３年度まで実施しています。
また、空き家利活用を提案した団体や自治会等の地域と連携し、空家等の跡地活用を検討します。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

補助件数（件） ５ ６ １３ ２０ １７ 15

金額（千円） ３，６１６ ３，５５５ ６，８２５ １１，９４９ １３，７６５ １０，７６５

目標２：登録数・成約数



６．空家等対策の実施体制 ０７

組織等名 主な担当事務説明

五島市空家等対策検討会議
空き家の状態、空家等が周辺に及ぼす影響等を勘案し、対応を検討しま

す。また、特定空家等の認定を担います。
【構成員】各関係課長、支所長

五島市空家等対策協議会

空家等対策に係る対策計画の策定、及び変更並びに実施に関することを
協議します。
【構成員】市長、地域住民、市議、法務・不動産・建築に関する学識経

験者等

空
家
等
相
談
窓
口

五島市建設管理部
管 理 課

○ 老朽空家に関すること。

五島市地域振興部
地域協働課

○ 空き家バンクに関すること。

五島市市民生活部
税 務 課

○ 固定資産税・都市計画税に関すること。

五島市シルバー人材センター ○ 空家等の見回り、除草、管理等に関すること。


